
国立大学法人東京医科歯科大学における大学の  

名義の使用許可に関する要項  
 

平成２３年８月１日  

制        定  

 

（趣旨）  

第１条  この要項は、国立大学法人東京医科歯科大学（以下「大学」という｡）

における大学の名義の使用許可に関し、国立大学法人東京医科歯科大学商標等

取扱規則（令和３年規則第１１８号。以下「商標規則」という。）によるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

（名義）  

第２条  大学の名義は、次の各号に定めるとおりとする。  

(1) 東京医科歯科大学  

(2) 医科歯科  

(3) Tokyo Medical and Dental University（ TMDUと略す場合も含む。）  

 

（定義）  

第３条  この要項における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。  

(1) 主催  大学が主体となって事業（会議、研究会、シンポジウム、協議会、

キャンペーンその他の催事をいう。以下同じ。 )を開催する場合  

(2) 共催  大学を含む複数の団体が主体となり、共同して事業を実施する場合  

(3) 後援  第三者が開催の主体となる事業に対し、大学がその趣旨に賛同し、

協力、援助をする場合であって、その協力、援助の範囲が原則として

名義の使用の承認に限る場合  

(4) 協賛その他これに類する名義  原則後援名義を使用する事業において、特

に主催者から協賛その他これに類する名義を使用したい旨の要望が

ある場合  

(5) 主催等  主催、共催、後援及び協賛その他これに類する行為  

(6) 役職員  大学の役員及び職員  

 (7) 部局等  国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程（平成１６年規程第

１号）別表に規定する各部局及び各センター並びに統合研究機構及

び事務局  

 (8) 部会  学生により組織される学術、文化又は運動に関する部及び同好会  

 

（名義の使用）  

第４条  大学の役職員は、職務に関連して、大学の名義を使用することができる。 

２  前項に定めるもののほか、大学の役職員は、次の各号に掲げるものに大学の

名義を使用することができる。  

 (1) 大学が主催等を行う事業に関するもの  



 (2) 部局等が大学の名義を掲げて行う事業が第３条第１号から第４号に該当

するもの  

 (3) 前２号の行事に係る図書の刊行等学術事業に関するもの  

３  大学の学生及び東京医科歯科大学学友会により承認を受けた部会は、その所

属（肩書き）を示すため、大学の名義を使用することができる。  

４  前３項に定めるもののほか、学長が適当と認める者（団体等を含む。以下同

じ。）は、その指定された事業その他これに付随するものに大学の名義を使用

することができる。  

 

（名義の使用許可）  

第５条  次の各号に該当する場合は、学長に使用を申請し、その許可を受け た  

場合に限り、大学の名義を使用することができる。  

 (1) 前条第１項から第３項に掲げる者が当該各項に定める事業以外のものに

大学の名義を使用する場合  

 (2) 前条第４項に定める者が大学の名義を使用する場合  

 

（営利目的への制限）  

第６条  大学の名義は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該

当する場合は、有償又は無償により大学の名義を使用することができる。  

 (1) 大学の役職員以外の者が行う大学との共同研究、受託研究等の研究成果に

関する広告及び当該研究成果に基づいて開発する製品の広告に大学の名義

を使用する場合  

 (2) 大学と研究、教育、技術移転等の契約その他の関係を有する大学の役職員

以外の者が大学の名義を使用する場合  

 (3) 大学の名義を使用した商品を販売する目的で大学の名義を使用する場合  

 (4) 大学の名義を利用して役務を提供する目的で大学の名義を使用する場合  

 (5) その他学長が適当と認める場合  

２  前項各号により大学の名義を使用する場合は、商標規則により取り扱うもの

とする。  

 

（経費負担等）  

第７条  第３条第２号の共催名義を使用する事業の実施に際し、経費の負担が生

じる場合については、大学と共催する他の団体等との経費の負担区分を明確に

定めるものとする。  

２  前項の取扱いは、部局等が、共同して事業を実施する場合の取扱いも同様と

する。  

３  第３条第３号及び第４号の名義を使用する事業の実施に当たっては、学長が

特に必要と認める場合を除き、大学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。 

４  前項において、学長が特に必要と認め、経済的支援を行う場合においては、

第１項の規定を準用する。  

 



（申請）  

第８条  第５条により、大学の名義の使用許可を得ようとする者は、別紙様式１

の名義使用許可申請書に、必要に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて、原則

として使用を開始する２月前までに学長に申請しなければならない。ただし、

第６条に該当する場合は、商標規則の定めるところによる。  

(1) 定款、会則等  

(2) 役員名簿等  

(3) 事業実施に関する書類（事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む｡） 

(4) その他必要な書類  

 

（許可）  

第９条  学長は、前条の申請があった場合は大学の名義の使用許可又は不許可

を決定するものとする。  

２  学長は、名義の使用を許可又は不許可を決定したときは、別紙様式２の名義

使用（許可・不許可）通知書により、申請者に通知するものとする。  

 

（遵守事項）  

第１０条  大学の名義の使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し

なければならない。  

(1) 申請時の事業計画どおりに実施すること。  

(2) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。  

(3) 事業を行うに当たって、大学の施設、設備等を利用するときは、国立大学

法人東京医科歯科大学講堂等使用取扱要項（平成 21年制定）その他関係諸規

則に従うこと。  

(4) 大学が経費を負担する場合には、経費の使途報告を行うこと。  

 (5) 大学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。  

 

（許可の取消、使用の中止）  

第１１条  学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、大学の名義の使用

許可を取り消すことができる。  

(1) 前条に掲げる事項に違反したとき。  

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。  

２  使用許可を受けた者以外の者が大学の名義を使用した場合、無許可で大学の

名義を使用した場合又は第４条に反して大学の名義を使用した場合、学長は、

使用の中止その他適当な措置をとることができる。  

 

（事務）  

第１２条  大学の名義の使用に関する事務は、総務部総務秘書課において処理す

る。  

 

（準用）  



第１３条  部局等が、その所管の範囲において部局等の名義（大学名を付記する

場合を含む。）を使用するときは、当該部局等の長が本要項の規定に準じて名

義の使用許可又は不許可を決定することができる。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。  

 

読み替える規定  読み替えられる字句  読み替える字句  

第４条から第７条まで  大学  部局等  

第５条  

第７条から第９条まで  

第 11条  

学長  部局等の長  

第９条  次の各号に掲げる申請内

容の区分に応じ、当該各

号に掲げる会議  

教授会又は運営委員会等  

第 12条  総務部総務秘書課  各部局等における総務担

当係  

別紙様式１及び  

別紙様式２  

国立大学法人東京医科

歯科大学長  

国立大学法人東京医科歯

科大学（部局等の長）  

東京医科歯科大学の名

義  

部局等の名義  

東京医科歯科大学（部局

等）の名義  

 

 （シンボルマーク等の併用）  

第１４条  大学の名義の使用に加え、大学のシンボルマーク、ロゴマーク及びロ

ゴタイプを使用する場合は、この規則に定めるもののほか、国立大学法人東京

医科歯科大学シンボルマーク、ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則（平成２１

年規則第５４号）の定めによる。  

 

附  則  

この要項は，平成２３年８月１日から施行する。  

附  則（平成２４年１０月２６日制定）  

この要項は、平成２４年１０月２６日から施行する。  

附  則（平成２６年５月２１日制定）  

（適用日）  

１  この要項は、平成２６年５月２１日から施行し、平成２６年４月１日から適

用する。  

（経過措置）  

２  平成２６年４月１日から平成２６年４月３０日までの間、第１２条及び第１

３条中「総務秘書課」とあるのは、「総務企画課」と読み替えるものとする。 

附  則（平成２７年８月１４日制定）  

この要項は、平成２７年８月１４日から施行し、平成２７年８月１日から適用



する。  

附  則（平成２９年７月３１日制定）  

この要項は、平成２９年７月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用

する。  

附  則（令和３年１１月２２日制定）  

この要項は、令和３年１２月１日から施行する。  

附  則（令和４年１０月２８日制定）  

この要項は、令和４年１０月２８日から施行し、令和４年１０月１日から適用

する。  



別紙様式１（第８条関係）  

 

名義使用許可申請書  

 

年  月  日  

 

 

国立大学法人東京医科歯科大学長  殿  

 

 

申請団体名  

住    所  

代表者氏名         

電話番号   （    ）  

 

 

下記のとおり，東京医科歯科大学の名義の使用許可を得たいので，申請し

ます。  

 

記  

 

 

１  名義の区分  主催・共催・後援・協賛・その他 (   ) 

２主催（又は共催）団

体名  

 

３  事業の名称   

４  開催（使用）目的   

５  開催（使用）期間   

６  開催（使用）場所   

７  参加予定人員   

８  参加対象者   

９  参加者負担金等   

10.学内責任者  

所属・職名                    

 

氏名                      

※  その他参考資料（事業概要、定款等）を添付すること。  

（備考）過去に名義の使用許可を受けた団体等で、代表者の変更がない場合

は，代表者印の押印を省略することができる。  

 



別紙様式２（第９条関係）  

 

東医歯総第  号  

年  月  日  

 

 

名義使用（許可・不許可）通知書  

 

 

殿  

 

 

国立大学法人東京医科歯科大学長  

 

 

 

年  月  日付けで申請のありました事業にかかる東京医科歯科大学の名義

の使用について、下記のとおり（許可します・許可しません）。  

 

 

記  

 

 

１  名義の区分  主催・共催・後援・協賛・その他 ( ) 

２  事業の名称   

３  備    考  （※第６条に該当する申請に対し、名義の使用を許可した場

合には以下の文言を明記するものとする。）  

 

「東京医科歯科大学は、当該製品に対し、一切の法的責任を

負いません。」  

 

 

 

 

 


